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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第31期

第２四半期連結
累計期間

第32期
第２四半期連結

累計期間
第31期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成30年４月１日
至平成30年９月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高 （百万円） 22,934 22,082 45,962

経常利益 （百万円） 1,248 869 2,385

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 789 526 1,697

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 906 478 1,764

純資産額 （百万円） 18,342 19,377 19,081

総資産額 （百万円） 31,784 32,269 32,656

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 72.70 48.26 156.12

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） 72.65 48.12 155.65

自己資本比率 （％） 57.7 59.7 58.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,423 1,196 2,321

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △720 △800 △615

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △80 △414 △41

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 7,331 8,353 8,371

 

回次
第31期

第２四半期連結
会計期間

第32期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

自平成30年７月１日
至平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 40.06 29.15

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

 
 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 経営成績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善等を背景に緩やかな回復基調で推

移したものの、米国の保護主義的な通商政策や金融資本市場の変動等の影響が懸念され、先行きは依然として不透

明な状況が続いております。

　当社グループを取り巻く受託臨床検査市場では、医療費抑制に向けた取り組みが進められるなか、同業他社間の

競争が激化しており、厳しい事業環境が続いております。また、調剤薬局市場では、平成30年４月に実施された調

剤報酬及び薬価の改定において、特定の医療機関からの処方箋集中率が高い薬局の調剤基本料の引き下げや薬価の

引き下げ等が行われ、厳しい事業環境となっております。

　当社グループでは、このような事業環境のもと、臨床検査事業及び調剤薬局事業の収益力の強化を図るととも

に、将来の事業環境の変化を見据えた事業展開を進めております。

　当第２四半期連結累計期間においては、調剤薬局事業での調剤報酬及び薬価の改定の影響が大きく、売上高は

22,082百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益は710百万円（同40.1％減）、経常利益は869百万円（同30.4％

減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は526百万円（同33.3％減）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

① 臨床検査事業

　臨床検査事業につきましては、営業活動の強化により新規顧客の獲得を図るとともに、生産性の向上及びコスト

競争力の強化に取り組んでおります。また、中小規模病院向けのクラウド型電子カルテ「ＨＡＹＡＴＥ／ＮＥＯ」

の販売強化に取り組んでおります。

　臨床検査事業においては、電子カルテ「ＨＡＹＡＴＥ／ＮＥＯ」の売上が増加したものの、夏以降の猛暑や豪

雨・台風等の天候不順の影響により、臨床検査の受託検体数が伸び悩んだことにより、売上高は13,778百万円（前

年同期比1.1％減）、営業利益は516百万円（同16.9％減）となりました。

② 調剤薬局事業

　調剤薬局事業につきましては、堅実な店舗運営を推進しつつ、既存店舗の処方箋応需の拡大及び店舗運営の効率

化に取り組んでおります。また、かかりつけ薬剤師・薬局として求められる役割・機能を果たすとともに、高齢者

施設及び在宅を中心とした地域医療との連携を進めております。

　当第２四半期連結累計期間において、１店舗を開局、２店舗を閉局したことにより、当第２四半期連結会計期間

末における当社グループが運営する調剤薬局店舗総数は110店舗（フランチャイズ店５店舗含む）となりました。

　調剤薬局事業においては、平成30年４月に実施された調剤報酬及び薬価の改定の影響が大きく、処方箋単価が低

下したことにより、売上高は8,312百万円（前年同期比7.7％減）、営業利益は296百万円（同55.0％減）となりまし

た。

 

(2) 財政状態の状況

　当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、主に売掛金が減少したことにより、前連結

会計年度末に比べ387百万円減少し、32,269百万円となりました。

　負債は、主に買掛金や未払法人税等の減少により、前連結会計年度末に比べ683百万円減少し、12,891百万円とな

りました。

　また、純資産は、主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加により、前連結会計年

度末に比べ295百万円増加し、19,377百万円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

 　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ17百万円減少し、8,353百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は1,196百万円（前年同期は1,423百万円）となりました。これは主に、税金等調整

前四半期純利益866百万円、減価償却費388百万円、売上債権の減少額813百万円、仕入債務の減少額439百万円及び

法人税等の支払額360百万円によるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は800百万円（前年同期は720百万円）となりました。これは主に、有形固定資産の

取得による支出523百万円、無形固定資産の取得による支出122百万円及び投資有価証券の取得による支出143百万円

によるものであります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は414百万円（前年同期は80百万円）となりました。これは主に、配当金の支払額

268百万円及び長期借入金の返済による支出172百万円によるものであります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5) 研究開発活動

　 該当事項はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成30年11月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,280,177 11,280,177
 ㈱東京証券取引所

市場第一部

単元株式数
100株

計 11,280,177 11,280,177 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第２四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　第３回新株予約権

決議年月日 平成30年８月７日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社子会社の取締役　10

新株予約権の数（個） ※ 264

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株） ※
普通株式　26,400　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ １

新株予約権の行使期間 ※ 自　平成30年８月23日　至　平成50年８月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格　1,404円

資本組入額　（注）２

新株予約権の行使の条件 ※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会

の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 ※
（注）４

　※　新株予約権の発行時（平成30年８月22日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数に関する事項

　新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」といいます。）は、１個当たり100株とします。

　ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）後、当社が当社普通株式につき、株式

分割（当社普通株式の無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合に

は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数

を次の計算により調整するものとします。

　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

　また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会

において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。

　なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
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２．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これ

を切り上げるものとします。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

３．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」といいます。）は、当社及び当社グループ会社の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から10年に限り（ただし、新株予約権の行使期間内とする。）、新株予約

権を行使できるものとします。

(2) 上記(1)にかかわらず、当社株式を対象とする公開買付けについて公開買付者から公開買付届出書が提出さ

れた場合及び以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会で承認された場合）は、当該日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるも

のとします。ただし、（注）４に記載の組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予

約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができるものとします。

(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところにより

ます。

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限ります。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限りま

す。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交

換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）を保有する新株予約権者に対し、それ

ぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」と

いいます。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新

株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定めた場合に限ります。

①　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

②　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とします。

③　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、（注）１に準じて決定します。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記

③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

します。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

再編成対象会社の株式１株当たり１円とします。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅

い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
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⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）２に準じて決定します。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとし

ます。

⑧　新株予約権の行使条件

（注）３に準じて決定します。

⑨　新株予約権の取得条項

以下の「新株予約権の取得条項」に準じて決定します。

新株予約権者が権利行使をする前に、（注）３の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を

行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得す

ることができるものとします。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成30年７月１日～

平成30年９月30日
－ 11,280,177 － 3,371 － 3,208
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（５）【大株主の状況】

  平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

株式会社京都銀行 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 531 4.74

ファルコホールディングス従業員

持株会
京都市中京区河原町通二条上る清水町346番地 443 3.95

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 315 2.82

株式会社ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目21番３号 314 2.81

野村信託銀行株式会社（ファルコ

ホールディングス従業員持株会専用

信託口）

東京都千代田区大手町２丁目２番２号 296 2.64

赤澤　寛治 大阪府枚方市 267 2.39

株式会社ホルスクリエーションズア

カザワ
大阪府枚方市香里ヶ丘６丁目１番10号 252 2.25

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 242 2.16

平﨑　健治郎 大阪府枚方市 240 2.15

大阪中小企業投資育成株式会社 大阪市北区中之島３丁目３番23号 208 1.85

計 － 3,113 27.75

（注）平成30年９月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三菱ＵＦＪ銀行

及びその共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタ

ンレー証券株式会社が平成30年９月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三菱

ＵＦＪ銀行を除き、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株

主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

(％)

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 315 2.80

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 206 1.83

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目12番１号 31 0.28

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目５番２号 144 1.28

計 － 699 6.20
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 60,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,193,100 111,931 －

単元未満株式 普通株式 26,577 － －

発行済株式総数 11,280,177 － －

総株主の議決権 － 111,931 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式900株（議決権の数９個）が含まれ

ております。

　　　　２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行

株式会社（ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式296,200株（議決権の数

2,962個）が含まれております。

　　　　３．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式34株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社ファルコホー

ルディングス

京都市中京区河原町通

二条上る清水町346番地
60,500 － 60,500 0.54

計 － 60,500 － 60,500 0.54

　（注）上記には、信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行株式会社（ファルコホールディング

ス従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式296,200株を含めておりません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から

平成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、ＰｗＣ京都監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,391 8,373

受取手形及び売掛金 6,869 6,012

商品及び製品 904 1,079

仕掛品 92 115

原材料及び貯蔵品 403 390

その他 1,198 1,191

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 17,853 17,157

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,253 9,269

減価償却累計額 △5,666 △5,727

建物及び構築物（純額） 3,587 3,542

土地 4,589 4,775

リース資産 507 507

減価償却累計額 △445 △457

リース資産（純額） 61 49

その他 7,107 7,171

減価償却累計額 △6,285 △6,232

その他（純額） 822 938

有形固定資産合計 9,060 9,306

無形固定資産   

のれん 42 33

その他 491 497

無形固定資産合計 533 530

投資その他の資産   

その他 5,219 5,294

貸倒引当金 △9 △19

投資その他の資産合計 5,209 5,274

固定資産合計 14,803 15,111

資産合計 32,656 32,269
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,685 4,225

短期借入金 1,925 1,925

未払法人税等 476 359

賞与引当金 568 586

その他 2,207 2,236

流動負債合計 9,863 9,332

固定負債   

長期借入金 550 465

引当金 167 181

退職給付に係る負債 1,956 1,919

資産除去債務 139 147

その他 897 844

固定負債合計 3,711 3,558

負債合計 13,575 12,891

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,371 3,371

資本剰余金 3,391 3,391

利益剰余金 12,360 12,617

自己株式 △616 △567

株主資本合計 18,506 18,813

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 505 457

その他の包括利益累計額合計 505 457

新株予約権 69 106

純資産合計 19,081 19,377

負債純資産合計 32,656 32,269
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

売上高 22,934 22,082

売上原価 15,962 15,576

売上総利益 6,971 6,506

販売費及び一般管理費 ※ 5,786 ※ 5,795

営業利益 1,185 710

営業外収益   

受取配当金 34 34

貸倒引当金戻入額 1 0

受取補償金 － 80

その他 38 54

営業外収益合計 74 169

営業外費用   

支払利息 5 5

支払手数料 2 2

その他 2 2

営業外費用合計 11 10

経常利益 1,248 869

特別利益   

投資有価証券売却益 23 －

事業譲渡益 14 7

特別利益合計 38 7

特別損失   

固定資産除却損 17 10

減損損失 1 －

特別損失合計 19 10

税金等調整前四半期純利益 1,267 866

法人税、住民税及び事業税 378 332

法人税等調整額 99 7

法人税等合計 477 339

四半期純利益 789 526

親会社株主に帰属する四半期純利益 789 526
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

四半期純利益 789 526

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 116 △48

その他の包括利益合計 116 △48

四半期包括利益 906 478

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 906 478
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,267 866

減価償却費 417 388

減損損失 1 －

のれん償却額 8 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △8 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） 14 18

受取利息及び受取配当金 △34 △34

支払利息 5 5

受取補償金 － △80

事業譲渡損益（△は益） △14 △7

投資有価証券売却損益（△は益） △23 －

売上債権の増減額（△は増加） 67 813

たな卸資産の増減額（△は増加） 28 △185

仕入債務の増減額（△は減少） △75 △439

その他 83 121

小計 1,730 1,446

利息及び配当金の受取額 34 34

利息の支払額 △5 △4

補償金の受取額 － 80

法人税等の支払額 △335 △360

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,423 1,196

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △213 △523

無形固定資産の取得による支出 △210 △122

事業譲渡による収入 15 7

投資有価証券の取得による支出 △423 △143

投資有価証券の売却による収入 151 －

保険積立金の解約による収入 5 9

その他 △43 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △720 △800

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 300 －

長期借入金の返済による支出 △107 △172

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △44 △31

配当金の支払額 △228 △268

自己株式の取得による支出 － △0

自己株式の売却による収入 － 58

財務活動によるキャッシュ・フロー △80 △414

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 622 △17

現金及び現金同等物の期首残高 6,709 8,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 7,331 ※ 8,353
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【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。

 

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。

(1) 取引の概要

　　当社は、従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び

株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、

平成29年９月より「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」を導入しております。

　　本プランは、「ファルコホールディングス従業員持株会」（以下、「持株会」という。）に加入するすべ

ての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「ファルコホール

ディングス従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信託は、信託設定後５

年間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として

当社からの第三者割当によって予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式

の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式

売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。

　　なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落に

より従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借

入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。

(2) 信託に残存する自社の株式

　　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度533百万円、327,300

株、当第２四半期連結会計期間482百万円、296,200株であります。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

　　前連結会計年度530百万円、当第２四半期連結会計期間465百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　　至 平成30年９月30日）

運送費 128百万円 135百万円

貸倒引当金繰入額 0 13

役員報酬 184 210

給料及び賞与 2,053 2,034

賞与引当金繰入額 239 235

退職給付費用 90 98

役員退職慰労引当金繰入額 48 24

福利厚生費 522 523

減価償却費 124 89

賃借料 309 303

消耗品費 505 489

のれん償却額 8 8

雑費 474 546

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日）

現金及び預金勘定 7,351百万円 8,373百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20 △20

現金及び現金同等物 7,331 8,353
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

　配当に関する事項

 　　（1）配当金支払額

 
 
（決議）

株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月23日

定時株主総会
普通株式 228 21.00  平成29年３月31日 平成29年６月26日 利益剰余金

 
　　（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

 
 
（決議）

株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月７日

取締役会
普通株式 217 20.00  平成29年９月30日 平成29年12月６日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

　配当に関する事項

 　　（1）配当金支払額

 
 
（決議）

株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月22日

定時株主総会
普通株式 269 24.00  平成30年３月31日 平成30年６月25日 利益剰余金

 
（注）１．配当金の総額には、従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当金７百万円が含まれてお

ります。

２．１株当たり配当額には、上場20周年記念配当２円が含まれております。

 

　　（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

　　　 期間末後となるもの

 
 
（決議）

株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年11月７日

取締役会
普通株式 258 23.00  平成30年９月30日 平成30年12月６日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当金６百万円が含まれておりま

す。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

 
臨床検査
事業

調剤薬局
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 13,929 9,005 22,934 － 22,934

セグメント間の内部売上高
又は振替高

7 0 7 △7 －

計 13,936 9,005 22,942 △7 22,934

セグメント利益 621 657 1,278 △93 1,185

（注）１．セグメント利益の調整額△93百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△661

百万円及び内部取引の消去に伴う調整額567百万円が含まれております。全社費用は、主に人

事・経理部門等の管理費用及び建物の減価償却費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「調剤薬局事業」において減損損失を計上しております。当該減損損失の計上額は、当第２四半期連

結累計期間において1百万円であります。

 

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

 
臨床検査
事業

調剤薬局
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 13,770 8,311 22,082 － 22,082

セグメント間の内部売上高
又は振替高

7 0 7 △7 －

計 13,778 8,312 22,090 △7 22,082

セグメント利益 516 296 812 △102 710

（注）１．セグメント利益の調整額△102百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△637

百万円及び内部取引の消去に伴う調整額535百万円が含まれております。全社費用は、主に人

事・経理部門等の管理費用及び建物の減価償却費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下
のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益 72円70銭 48円26銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
789 526

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半

期純利益（百万円）
789 526

普通株式の期中平均株式数（株） 10,864,273 10,909,522

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 72円65銭 48円12銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（株） 7,365 29,951

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

－ －

（注）株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益及び

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお

ります。

　　　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中

平均株式数は当第２四半期連結累計期間310,319株であります。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

 平成30年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　(イ）配当金の総額………………………………………258百万円

　(ロ）１株当たりの金額…………………………………23円00銭

　(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成30年12月６日

　（注）　平成30年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成30年11月９日

株式会社ファルコホールディングス

取締役会　御中

 

 

ＰｗＣ 京 都 監 査 法 人

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 高 井　 晶 治　 　印

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 浦 上　 卓 也　 　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ファル

コホールディングスの平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成30年

７月１日から平成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期

連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ファルコホールディングス及び連結子会社の平成30年９月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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